
- 1 -

政
令
第

号

内
閣
府
本
府
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
案
）

内
閣
は
、
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
七
条
第
八
項
及
び
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政

令
を
制
定
す
る
。

内
閣
府
本
府
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
少
子
化
・
青
少
年
対
策
審
議
官
」
の
下
に
「
、
独
立
公
文
書
管
理
監
」
を
加
え
、

同
条
第
七
項
中
「
少
子
化
・
青
少
年
対
策
審
議
官
の
定
数
は
一
人
と
」
の
下
に
「
、
独
立
公
文
書
管
理
監
の
定
数
は
一
人
と
」

を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

独
立
公
文
書
管
理
監
は
、
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
附
則
第
九
条
に
規
定
す

る
独
立
し
た
公
正
な
立
場
に
お
い
て
、
命
を
受
け
て
、
本
府
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
の
う
ち
行
政
機
関
の
長
（
同

法
第
三
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
る
特
定
秘
密
（
同
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
並
び
に
特
定
秘
密
で
あ
る
情
報
を
記
録
す
る
行
政
文
書
（
公
文
書
等
の
管
理
に

関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
管
理
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
検
証
、
監
察
そ
の
他
の
措
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置
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

第
二
十
条
第
三
項
中
「
四
十
二
人
」
を
「
四
十
●
人
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
、
「
同
条
第
七
項
た
だ
し
書
」
を
「
同
条
第
八
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○

内
閣
府
本
府
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
総
括
審
議
官
、
政
策
評
価
審
議
官
、
宇
宙
審
議
官
、
少
子
化

（
総
括
審
議
官
、
政
策
評
価
審
議
官
、
宇
宙
審
議
官
、
少
子
化

・
青
少
年
対
策
審
議
官
、
独
立
公
文
書
管
理
監
及
び
審
議
官
）

・
青
少
年
対
策
審
議
官
及
び
審
議
官
）

第
八
条

大
臣
官
房
に
、
総
括
審
議
官
、
政
策
評
価
審
議
官
、
宇

第
八
条

大
臣
官
房
に
、
総
括
審
議
官
、
政
策
評
価
審
議
官
、
宇

宙
審
議
官
、
少
子
化
・
青
少
年
対
策
審
議
官
、
独
立
公
文
書
管

宙
審
議
官
、
少
子
化
・
青
少
年
対
策
審
議
官
及
び
審
議
官
を
置

理
監
及
び
審
議
官
を
置
く
。

く
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

独
立
公
文
書
管
理
監
は
、
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律

（
新
設
）

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
附
則
第
九
条
に
規
定
す
る

独
立
し
た
公
正
な
立
場
に
お
い
て
、
命
を
受
け
て
、
本
府
の
所

掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
の
う
ち
行
政
機
関
の
長
（
同
法
第

三
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
る
特
定

秘
密
（
同
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
並
び
に
特
定
秘
密
で
あ
る

情
報
を
記
録
す
る
行
政
文
書
（
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法

律
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
管
理
の
適

正
を
確
保
す
る
た
め
の
検
証
、
監
察
そ
の
他
の
措
置
に
関
す
る

も
の
に
つ
い
て
の
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

７

（
略
）

６

（
略
）

８

総
括
審
議
官
の
定
数
は
一
人
と
、
政
策
評
価
審
議
官
の
定
数

７

総
括
審
議
官
の
定
数
は
一
人
と
、
政
策
評
価
審
議
官
の
定
数

は
一
人
と
、
宇
宙
審
議
官
の
定
数
は
一
人
と
、
少
子
化
・
青
少

は
一
人
と
、
宇
宙
審
議
官
の
定
数
は
一
人
と
、
少
子
化
・
青
少

年
対
策
審
議
官
の
定
数
は
一
人
と
、
独
立
公
文
書
管
理
監
の
定

年
対
策
審
議
官
の
定
数
は
一
人
と
、
審
議
官
の
定
数
は
併
任
の

数
は
一
人
と
、
審
議
官
の
定
数
は
併
任
の
者
を
除
き
十
八
人
と

者
を
除
き
十
八
人
と
す
る
。
た
だ
し
、
審
議
官
の
う
ち
二
人
は
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す
る
。
た
だ
し
、
審
議
官
の
う
ち
二
人
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が

、
内
閣
総
理
大
臣
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
に
置
か
れ
る
も

特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
に
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

（
参
事
官
）

（
参
事
官
）

第
二
十
条

本
府
に
、
参
事
官
を
置
く
。

第
二
十
条

本
府
に
、
参
事
官
を
置
く
。

２

参
事
官
は
、
命
を
受
け
て
、
政
策
統
括
官
の
つ
か
さ
ど
る
職

２

参
事
官
は
、
命
を
受
け
て
、
政
策
統
括
官
の
つ
か
さ
ど
る
職

務
を
助
け
る
。

務
を
助
け
る
。

３

参
事
官
の
定
数
は
、
併
任
の
者
を
除
き
、
四
十
●
人
と
す
る
。

３

参
事
官
の
定
数
は
、
併
任
の
者
を
除
き
、
四
十
二
人
と
す
る
。

附

則

附

則

（
大
臣
官
房
審
議
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

（
大
臣
官
房
審
議
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

第
五
条

第
八
条
（
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
除
く
。
）
の
審

第
五
条

第
八
条
（
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
除
く
。
）
の
審

議
官
（
同
条
第
八
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
も
の

議
官
（
同
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
も
の

を
除
く
。
）
の
う
ち
一
人
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

を
除
く
。
）
の
う
ち
一
人
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。
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